
生　 　年　 　月 　日

(5)

(6) 請求猶予を申出る期間

（注）上記の申出月の記載がない場合は、時効が完成していない保険料で一番古い月からとなります。

　（留意事項）

申出月以後の保険料については、この申出書による請求猶予の対象とはなりません。

請求猶予期間中においても時効は進行しますので、時効が完成した未納保険料については、保険料の

請求再開を申出ることができません。

保険料の請求再開を希望される場合は、「農業者年金保険料請求猶予申出撤回申出書(様式第114号)」

をご提出ください。
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被 保 険 者
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○で囲む 年 月 日

昭 和 2
平 成 3

私が納付すべき保険料のうちこれまで未納となっている保険料について、下記により請求猶予を申出ます。

(2)
被 保 険 者 証
の 記 号 番 号

記　 　号 番　 　号

月 日
(JA受付年月日)

私は、この請求猶予の申出により保険料が納付できなくなったことに伴って生ずる不利益を理解したうえ、

独立行政法人農業者年金基金 御中
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令和 年

（様式第113号）
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